
1 

 

 

 

令和２年度 国立大学法人大阪大学 年度計画 

 

（注）□内は中期計画、「・」は年度計画を示す。 

 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

１－１．高度な専門知識を身に付けさせるため、新たな科目の企画と提供科目等の見直し

を通じて、学位プログラムに基づく社会の要請も踏まえた体系的なカリキュラムに全学

的に刷新し、新たに平成 29 年度から順次提供し、平成 33 年度までに完成させる。 

 

 １－１－１．各部局は新教育モデルに対応した新カリキュラムを年次進行により提供す

る。また、新カリキュラムの実施により生じた諸課題を洗い出し、対応方法を検討するた

め、学生アンケートを実施する。教育課程委員会のもとに設置した内部質保証専門部会は、

内部質保証に関する方針、ガイドライン、チェックリストを公表する。 

 

１－２．学部・大学院において専門分野横断的な学修を通じて、豊かな教養を身に付けさ

せるため、社会人として求められる知性を養う高度教養教育プログラム等を開発し、全

学的に提供する。 

 

 １－２－１．全学教育推進機構と各部局は、新教育モデルに対応した新カリキュラムを年

次進行により提供する。教養・専門・国際性涵養を三本柱とする新たな縦型教育モデルに

対応するため、上級学年に必修として課した新たな高度教養教育科目等の実施により生じ

た諸課題を洗い出し、対応方法を検討する。 

 １－２－２．各部局が相互に開放する大学院課程の高度教養教育科目を拡充する。 

 

１－３．これまで本学が推進してきた異分野融合による知の統合をさらに強化するため、

平成 29 年度に新たな教育研究組織を創設する。社会の課題解決の道を見つけるデザイ

ン力を身に付けさせるため、知と社会の統合を推進する高度汎用力（課題発見能力、課

題解決能力、社会実践能力）を養う「高度汎用力教育プログラム」（仮称）の導入を平成

29 年度から開始し、21 世紀の教養教育の在り方を提示する本学独自の科目を平成 33 年

度末までに 20 科目開発する。また、複眼的視野と学際的・俯瞰的な視点を獲得するプ

ログラムである副専攻プログラム、高度副プログラム、マルチリンガル・エキスパート

養成プログラム等を開発・整備する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

 

 １－３－１．マルチリンガル・エキスパート養成プログラムに学部プログラム「イタリア

語・イタリア文化学」を新設し、合計９プログラムへと拡充する。プログラムの拡充と並

行して、関連部局と協力して履修環境の充実を図ることにより、学生の履修者数の増加及

び学修成果のさらなる向上を目指す。平成 30 年度に新設した大学院プログラムについて
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は、大学院副専攻プログラムの一つと位置づけ、引き続き関連研究科と連携して発展を図

る。アカデミック・イングリシュ・サポートデスクは、国際学会等におけるアカデミック

な英語発信能力のより一層の強化に向けた取組を行う。 

 １－３－２．高度教養教育運営検討 WG 及び国際共創大学院学位プログラム推進機構は、

CO デザインセンター、全学教育推進機構及び各部局と協力して、大学院横断教育の基盤

構造「Double-Wing Academic Architecture」の定着を図るとともに、新たなスキーム「知

のジムナスティックスプログラム」の中で、横断型教育とともに社会課題の解決を目指す

教育を進める。 

CO デザインセンターにおいては、各部局の協力により高度汎用力教育プログラムを展開・

拡充し、16 科目以上を全学的に開講するとともに、新たに 4 科目を開発する。さらに産

官民との共創によるカリキュラムを充実させ、学内展開を企画する。 

 

１－４．言語、文化、慣習を理解し、他者と協働するコミュニケーション力を身に付けさ

せるため、言語教育、海外派遣プログラム等を実施する。また、平成 33 年度までに、

２年次生の共通教育終了時において TOEFL（ITP）スコア 550 点相当以上の者が８％とな

ることを目指す。 

 

 １－４－１．マルチリンガル教育センターと各部局は、縦型教育モデルに対応した国際性

涵養教育の一層の充実を図る。英語教育では、4 技能対応の対面授業と完全自習型 e-ラー

ニングによる新カリキュラムの効果を TOEFL-ITP 英語能力確認試験のスコアやアンケー

ト等によって検証し、課題があればそれを改善する。 

 １－４－２．国際教育交流センター及び国際部は、各部局と協力して短期留学プログラム

や短期招へいプログラム及びサマープログラムを実施するとともに、その実施状況を分析

し、課題があればそれを改善する。 

 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

２－１．学修イノベーション機構（仮称）を中心とした教育の内部質保証を進めるための

全学的な体制を強化するとともに、グローバル化推進機構（仮称）を中心にグローバル

化プログラム（海外派遣、インターン等）を企画・実施する体制を整備する。 

 

 ２－１－１．教育課程委員会のもとに設置されたカリキュラム検討専門部会が、新カリキ

ュラムにおける国際性涵養教育の充実や、さらなる教育の質向上に資する取組を検討す

る。グローバルイニシアティブ・センターは、グローバル化の推進に関する検討を行うと

ともに、国際教育交流センター及び国際部と協力し、ASEAN キャンパス等を活用した学生

交流等を実施する。 

 

２－２．教育資源を有効に活用して教育効果を高め、グローバルな教育交流を強化するた

め、学事暦の改革を行ない、学位プログラムに沿って授業科目の配置等を見直すことに

より、留学生受入や海外派遣といった相互交流（サマープログラム等）を強化する。 

 

 ２－２－１．各部局は、国際教育交流センター及び国際部との協力のもと、新学事暦の特

徴を活かし、留学生受入及び海外派遣のための多様な短期プログラム（サマープログラム

等）を引き続き実施するとともに新たなプログラムの開発を図る。 
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２－３．教育の質保証と国際標準化を進めるため、自主的学修を促進するシラバスの活用、

GPA、単位制度の厳格な運用、科目番号制（ナンバリング）の導入等に取り組むととも

に、授業アンケートにより恒常的に成果を検証し、改善する。 

 

 ２－３－１．各部局は、授業アンケートを実施するとともに、新カリキュラム実施状況を

把握する。また、教育オフィスのもと、新カリキュラムの実施状況、自主的学修を促進す

るシラバスの活用状況や科目番号制（ナンバリング）等の整備状況を踏まえ、全学的な教

育の内部質保証体制のもとで、大学及び部局等において検証、改善を図る。 

 

２－４．PDCA サイクルに基づく教育の質向上を行うため、アセスメントプランを策定し、

学生の意見や学修状況、学修成果の状況、卒業後の状況に関するデータを把握し、恒常

的に教育改革の達成度の検証及び改善を行う。 

 

 ２－４－１．各部局は、「内部質保証のための教育アセスメントガイドライン」に沿って

学籍データ、履修データ及び全学アンケート等をもとに学生の修学状況、学修成果及び学

修環境等のモニタリングを実施し、その結果を教育課程委員会に報告し、必要に応じて改

善を行うなど、教育の内部質保証体制を充実させる。 

 ２－４－２．教育の質保証の推進組織である教育課程委員会のもとに設置した内部質保証

専門部会が中心となって、各種の学生アンケート、授業アンケートを全学で実施するとと

もに、それらの結果と成績分布との関係を分析するなど、教育改善のための基礎資料を整

理する。 

 

２－５．学生の主体的な学修を促すため、アクティブラーニングをはじめとした効果的な

教育方法を開発するとともに、国際通用性を備えた教育活動を担う教員の教育力向上に

係るファカルティ・ディベロップメント（FD）を通して、その成果を学内で普及・発展

させる。 

 

 ２－５－１．少人数アクティブラーニング型導入科目「学問への扉（マチカネゼミ）」と、

その発展科目である「アドヴァンスト・セミナー」を継続するとともに、担当教員 FD を

実施する。春〜夏学期後実施評価を行い、その分析結果を令和 3 年度の「学問への扉（マ

チカネゼミ）」の設計にフィードバックし、その成果を学内で普及・発展させる。 

 ２－５－２．全学 FD 委員会は全学教育推進機構、教育課程委員会内部質保証専門部会と

連携し、新カリキュラムや内部質保証に関する全学 FD を実施する。年度を通して様々な

FD プログラム（一般教員に対するものや平成 29 年度後期から必須化した「新任教員研修

制度」に基づくもの）の提供を行う。各部局が FD を実施する際には、全学教育推進機構

は求めに応じて、部局のニーズを反映した FD の実施に協力する。 

 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

３－１．優秀な学生に安定的な学修環境を提供するため、奨学金、授業料等減免、ティー

チング・アシスタント（TA）、リサーチ・アシスタント（RA）制度等を活用し、学生に対

する経済的支援を充実させる。 
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 ３－１－１．教育オフィスは講習会の開催や人数、支払額等に関する情報収集などを通じ

て、TA・TF・RA 制度の適正かつ円滑な運用を進める。 

 ３－１－２．総長裁量経費により、経済的支援を必要とする博士後期課程学生の授業料免

除の拡大や、博士課程教育リーディングプログラム及び卓越大学院プログラム履修生に対

する経済的支援の充実について全学的に検討を行う。また、各部局は、各種奨学金情報の

収集及び学生への提供を継続するとともに、表彰制度等による学生支援の充実を図る。 

 

３－２．学生の学修を支援するため、E ラーニングシステムをはじめとした情報通信技

術を活かした教育環境を整備する。 

 

 ３－２－１．サイバーメディアセンターは、全学教育推進機構及びマルチリンガル教育セ

ンターを支援して、情報通信技術を用いた教育環境の整備並びに全学授業支援システム

(CLE)、講義自動収録配信システム(Echo360)及び協働学習支援システム（Loilonote 

School）等を全学に向けて運用する。全学教育推進機構は、これらのシステムを活用し、

e-ラーニングをさらに推進する。 

 ３－２－２．教育オフィスは、e-ラーニングを推進する目的で学生持ち込み IT 端末の活

用プランを引き続き実施する。各部局は、年次進行で進む学生持ち込み IT 端末を教材の

電子化、e-ラーニングに活用するとともに、サイバーメディアセンターの協力を得て、全

学的なオンライン教材作成支援環境の整備を引き続き検討し、教科数の増加を目指す。 

 

３－３．学生の主体的活動を支援するため、学内のプログラムである「学部学生による自

主研究奨励事業」等により、課外研究・課外活動を奨励するとともに、課外活動施設、

ラーニングコモンズ等を整備・活用する。 

 

 ３－３－１．学習サポート体制及び学生持ち込み IT 端末に関わる ICT 支援を充実させる

とともに、教室や自習室、コミュニケーションスペース等のネットワーク環境の整備を促

進する。 

マルチリンガル教育センターは英語 e-ラーニングに関する学習サポート体制の一層の充

実を図る。また、学生等の自主学習を促進するとともに、英語・日本語・多言語の学習サ

ポートを行う「OU マルチリンガルプラザ」を開設する。 

 

３－４．全ての学生が充実したキャンパスライフを送れるようにするため、キャンパスラ

イフ支援センターが各部局に対して、学修上の困難や障害のある学生の修学支援のため

のコンサルテーションを行うなど、キャンパスライフ支援センターと各部局が連携した

修学支援体制を強化する。 

 

 ３－４－１．キャンパスライフ健康支援センターを中心に、カウンセリング体制の充実を

図るとともに、学生が相談しやすく分かりやすい包括的学生支援体制の強化の観点から、

全学的な相談支援体制の整備と課題の整理を行う。 

 

３－５．学生のキャリア形成意識を高め、就職活動を支援するため、キャンパスライフ支

援センターと各部局との連携とキャンパスライフ支援センターの組織体制を強化する。

また、キャリア形成教育科目及びキャリア支援の改善・拡充を行う。 
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 ３－５－１．キャリアセンター（キャリア教育部門）を中心に、キャリア形成教育の体系

化と拡充を進める。また、キャリアセンターは、インターンシップの教育効果を高める方

策の検討を開始するとともに、学生に対して学外における学び・成長の機会を提供するた

めの方策を検討する。 

 ３－５－２．キャリアセンター（就職支援部門）を中心に、学内外連携を強化し、キャリ

ア支援の体系化と拡充を進める。また、キャリアセンターの組織体制を強化することで、

外部に委託していた合同企業説明会等のキャリア支援イベント業務を内製化し、自己収入

の増加及び安定化に取り組む。 

 

（４）入学者選抜の改善に関する目標を達成するための措置 

４－１．アドミッションポリシーに基づき、従来の入試選抜方法に加え、国際バカロレア、

TOEFL 等の外部試験・資格、能動的・主体的に取り組んだ活動経験、面接又は口頭試問

の結果等、多様な観点を取り入れた独自の総合入試制度を平成 29 年度から導入し、入

学定員の約 10％（約 300 人）を受け入れることを目指す。また、国全体の入試制度の変

更を見据えて、多面的・総合的入試を確実に実施するための学内体制を整備する。 

 

 ４－１－１．入試広報体制を整備し、総合型選抜・学校推薦型選抜（旧称「AO・推薦入試」）

を継続するとともに、大学入学共通テスト等の入試改革の動向の把握及び必要な対応を行

う。また４年間の AO・推薦入試の検証を行い、本学の入学者選抜の改善のための検討を

行う。 

 

４－２．グローバルアドミッションズオフィスを中心として、新たな私費外国人留学生入

試（海外で入試選抜試験を実施した上で、入学前に本学で日本語予備教育を行う等）等、

多様な入試選抜方法によって、留学生を増加させ、平成 33 年度末までに全学生の 15％

程度の留学生を受け入れる。 

 

 ４－２－１．海外在住私費外国人留学生特別入試について、高等教育・入試研究開発セン

ターに新たに入試広報部門を設け、同入試の広報体制を強化するとともに、私費外国人留

学生の入学後の動向及び選抜方法を検証し、各学部で実施している私費外国人留学生特別

入試を含め、より有効な留学生獲得に向けた検討を行う。 

 

４－３．スーパーサイエンスハイスクール(SSH)、スーパーグローバルハイスクール(SGH)

に採択された高校等と密接な連携をとり、グローバル人材の育成を推進する。また、生

涯を通じた学修を促すため、公開講座や学術講演会など、社会人が学べる環境を充実さ

せる。 

 

 ４－３－１．連携協定校との連携強化の質的向上を検証するために、これまでに蓄積した

アンケート結果の分析を実施し、大学訪問、高校訪問などをさらに効果的に連携する方策

へ繋げることに加え、部局と連携して入試広報の拡充を図る。また、スーパーサイエンス

ハイスクール採択校との連携を引き続き行うとともに、ワールドワイドラーニングコンソ

ーシアム（WWL）に参加し、より効果的な高大接続事業を行う。また、高大接続プログラ

ム（SEEDS プログラム）を引き続き実施する。 
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さらに、探究学習の推進を図るため、高校教員を対象とした指導法セミナーに加え、アカ

デミック・ライティング指導講座の実施を検討する。 

 ４－３－２．大阪府教育委員会と連携し、高校教員の再教育に関するプログラムを引き続

き実施する。さらに、授業科目を活用するプログラムを中心に、社会人リカレント教育の

充実を図る。 

  

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

５－１．独創性のある卓越した基礎・基盤研究を推進するため、研究分野ごとの研究力の

状況を把握するための指標の収集、分析に係る新たな評価システムを整備し、研究マネ

ジメント人材を確保・活用しつつ、強みを有する研究分野を把握する。 

 

 ５－１－１．独創性のある卓越した基礎・基盤研究を推進することを目的に、研究力評価

のためのデータベースを充実させ、研究マネジメント人材を確保、活用し、研究分野の強

みや特徴を検証する評価システムを用いて、より最適な研究力に関する分析データを作成

し、分析結果を研究力強化に活用する。 

 

５－２．萌芽期にある若手研究者の研究支援を積極的に行うため、本学独自の支援プログ

ラムである若手研究者キャリアアップ支援プログラムやチャレンジ支援プログラム等

を発展させる。 

 

 ５－２－１．若手研究者の研究活動支援のため、科研費における独立基盤形成支援を活用

し、本学の自主財源と合わせて若手研究者の研究環境整備を支援する。また、若手研究者

向けの各研究分野に特化した研究計画調書の作成セミナー等を実施するとともに、より効

果的な方策を検討する。 

 

５－３．本学の強みである分野横断型の新領域研究を創成するためのインキュベーション

として、世界最高水準の学術領域の母体となる組織を平成 33 年度末までに 10 領域程度

設置する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

 

 ５－３－１．データビリティフロンティア機構において、データ駆動型研究を医療分野、

スポーツ医科学分野、言語文化分野等、学内の様々な分野に導入し、先導的学際研究をよ

り一層推進する。また、先導的学際研究機構において、学内の幅広い分野から新たな学際

融合研究を目指す研究領域を選定し、新たな部門等を創設する。 

新規科学技術の持続可能で包摂的なガバナンスの適切な確保に資するため、ELSI に関す

るセンターを設置し、総合的研究拠点を形成する。 

 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

６－１．複雑かつ構造化した社会的課題の解決に資する世界的に卓越した研究成果を産み

出すため、世界最先端研究機構において、世界トップレベルの学際研究拠点を形成する。

（戦略性が高く意欲的な計画） 
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 ６－１－１．世界最先端研究機構において、世界トップレベルの学際研究拠点として新た

に３拠点を形成するための環境整備や拠点候補への支援を行う。 

 

６－２．優秀な人材を確保し闊達な研究環境を実現するため、評価連動型年俸制やクロス・

アポイントメント制度等を活用し、優れた業績を有する研究者の招へいを進める。 

 

 ６－２－１．国際共同研究促進プログラム（短期人件費支援）により、クロス・アポイン

トメント制度等の活用による、優れた業績を有する研究者の招へいを引き続き推進する。 

 

６－３．国際共同研究促進プログラムをはじめとする様々な制度を活用し、国際ジョイン

トラボ等を平成 33 年度末までに 80 程度に拡充し、世界水準の共同研究を推進する。（戦

略性が高く意欲的な計画） 

 

 ６－３－１．新たな支援形態を設けた国際共同研究促進プログラムを継続して実施するこ

とで、新たに 16 件程度採択のうえ支援を行い、国際ジョイントラボ等の形成をさらに推

進する。 

 

６－４．異分野の若手研究者との共同研究を支援する学内プログラム等を活用し、本学が

イニシアティブを取り得る領域を先導する優れた研究者を支援する。 

 

 ６－４－１．分野横断的、学際・融合的な研究の仕組みづくり及び研究力強化に向けた取

組として、若手研究者を中心とした構想等を支援する「異分野融合研究形成支援プログラ

ム」を引き続き実施する。 

 

７－１．大学の研究力の増大、研究機能向上に寄与するため、共同利用・共同研究拠点を

介した共同利用・共同研究を実施するとともに、これらの活動を通じた人材育成に取り

組む。 

 

 ７－１－１．共同利用・共同研究の各拠点及び学内共同教育研究施設においては、学内及

び学外との共同利用・共同研究を実施し、これらの活動を通じて、大学院生や研究者を育

成する。 

 

７－２．我が国の学術研究の裾野を広げ、水準を高めるため、共同利用・共同研究拠点を

介した学術研究の進展や新分野創成等に取り組む。 

 

 ７－２－１．共同利用・共同研究の各拠点及び学内共同教育研究施設を介して、海外の研

究機関・研究者等との共同利用・共同研究、新分野創成等に向けた共同利用・共同研究を

実施する。 

 

７－３．共同利用・共同研究拠点の機能強化及び国際的な研究環境の整備等を進めるため、

研究所・センター間の連携に向けた施策（共同利用・共同研究の公募等）の促進、人材

育成・人材交流のための施策（滞在型研究員、客員教員、招へい教員等の受け入れ）な

どに取り組む。 
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 ７－３－１．共同利用・共同研究の各拠点及び学内共同教育研究施設においては、共同利

用・共同研究拠点の機能強化及び国際的な研究環境の整備等を進めるため、他拠点等との

協定の締結、他拠点等との合同での共同研究・共同利用の公募、シンポジウムの開催等、

拠点間連携、人材交流等のための施策を実施する。 

 

７－４．国際共同利用・共同研究拠点としての質の高い研究資源と優れた国際協力体制を

最大限に活用することで、国内外の学術研究機関のハブとして基礎研究、異分野融合研

究及び産学共創の国際展開を推進する。 

 

 ７－４－１．国際共同利用・共同研究拠点として、共同利用・共同研究拠点の機能強化及

び国際的な研究環境の整備等を進め、国内外の研究者との共同利用・共同研究を実施し、

これらの活動を通じて、大学院生や研究者を育成する。また、国内外の学術研究機関のハ

ブとして基礎研究、異分野融合研究及び産学共創の国際展開を推進するため、国際共同利

用・共同研究支援室及び海外分室を活用し、外国人ユーザ支援を行い、国際的な機関連携

による研究推進、人材交流等の施策を実施する。 

 

３ その他の目標を達成するための措置 

 

（１）社会連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

８－１．社会との共創に基づくイノベーションを可能とする機構を設置し、社会との双方

向の交流を促進し、社会的課題解決をとおして、新たな研究成果や社会的・文化的・学

術的価値の創造に資する取組を推進する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

 

 ８－１－１．産業界を中心に多様なステークホルダーとともに社会的課題解決や新たな価

値創造創出に取り組むため、未来社会共創コンソーシアム（共創イノベーションプラット

フォーム）を整備し、コンソーシアムの活動を通して、基礎研究につなげる課題の抽出、

共同研究講座や協働研究所の設立促進、包括契約の企画提案などを実施する。 

 ８－１－２. 未来社会共創コンソーシアムの活動を通して、未来社会像に基づき、社会的

課題の解決に注力しようとする企業と「組織」対「組織」で連携する共創イノベーション

の場を５社以上と実施する。 

 

８－２．産学官連携組織を通じて、個別企業等との共同研究・受託研究と併せて地域の経

済団体等との多様な連携を推進する。また、本学の海外拠点等と連携して国際的な連携

を推進する。 

 

 ８－２－１．これまでの取組及び成果を踏まえ、地域経済団体等との連携及び技術シーズ

の効果的な発信のあり方の改善を図り、企業ニーズと技術シーズの適切なマッチングを進

めることで、個別企業等との共同研究・受託研究を推進し、年 1,000 万円以上の大型共同

研究・受託研究を年間 156 億円（345 件）以上実施する。 

 ８－２－２．令和元年度に整備した大阪大学オープンイノベーション機構と連携した海外

機関の調査、海外企業向け技術シーズの育成及び発信等を効果的に行い、海外企業との共

同研究契約等を推進し、年間 15 件以上の海外企業等との共同・受託研究を実施する。 
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８－３．学内及び学外の様々な組織と連携して大学の知的財産の創造・保護・活用を促進

する。 

 

 ８－３－１．学内シーズに対応する重点ライセンス活動を、①社会インパクト案件、②ベ

ンチャー案件、③イノベーション共創案件④リスクマネジメント案件として特定（計３０

件）し、学内外の組織と連携して新事業及びイノベーションの創出に向けた技術移転を推

進する。 

  

８－４．企業等との協働研究所や共同研究講座等の阪大方式の産学連携制度を深化させ、

これらを利用して産学連携での人材育成や挑戦的な研究に取り組む。共同研究講座・協

働研究所等については、平成 33 年度末までに新規のテーマに取り組む講座・研究所を

40 以上にすることなどにより、共同研究費が 1000 万円以上の大型共同研究を増加させ、

新しい研究テーマの発掘やオープンイノベーションの創出につなげる。（戦略性が高く

意欲的な計画） 

 

 ８－４－１．未来社会共創コンソーシアム及び産官学民によるオープンイノベーション等

の取組を通して協働研究所・共同研究講座を年間 10 件以上新設するとともに、新たな大

型共同研究の推進、協働研究所・共同研究講座を通じた実践型人材の育成を行う。 

 

 

９－１．各種公開講座、サイエンスカフェ、ワークショップその他の公開イベント等によ

り研究者の研究成果を発信するとともに、参加者アンケート等により、これらの実施状

況を検証して活動を活性化させる。このようにして、研究者の研究成果の積極的な公開

等、大学知と大学の人的資産を広く社会に発信するアウトリーチ活動をさらに強力に推

進する。 

 

 ９－１－１．学内組織と連携・協働し、社会課題の収集及び社会課題の学内へのフィード

バック機能を持つ社学共創担当部署を共創機構に設け、社会実装から生じた新たな課題を

研究現場へ組織的にフィードバックするための社学共創活動に着手する。 

 ９－１－２．社学共創事業拠点の整備により教職員に対して社学共創活動への参画を啓発

し、アウトリーチ活動を活性化させることで大学知等を広く社会に発信する。 

 

９－２．自治体、企業、卒業生等と連携・協働して、公開講座、セミナー、シンポジウム

等の催事を開催するなどにより、学術・文化・教育その他の社会貢献活動を充実させ、

これらの活動を通じて知的資源の情報発信を一層推進する。 

 

 ９－２－１．共創機構社学共創担当部署が中心になり、自治体等と協働し、社会課題の収

集及び社会課題の学内フィードバック機能による社学共創事業に着手する。また、必要に

応じ、文化芸術振興、生涯学習推進及び地域活性化等を推進することで双方の活動に資す

る社学共創活動を行う。 

 

９−３．関係機関との密接な協力のもと、医学・心理学等の既存の学問領域を超えた「子ど
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ものこころと脳発達学」に関わる新たな研究領域を開拓し、教育現場における諸課題の

克服に資するよう、研究成果の社会への還元や関係する普及啓発活動を進める。 

 

 ９－３－１．医学・心理学等の既存の学問領域を超えた「子どものこころと脳発達学」に

関わる新研究領域において、子どもの心の問題に関わる諸問題の解明と対処法について、

母子保健・教育・福祉などの現場と連携し、あるいは内外の研究機関との共同にて検討す

る。成果は、学術論文発表のみならず、市民公開シンポジウムや市民公開講座により、広

く発信する。 

 

（２）グローバル化に関する目標を達成するための措置 

10－１．教育研究環境の一層のグローバル化を図るため、グローバルナレッジパートナー

との連携を開始するなど、世界の有力大学との組織間連携を促進する。さらに、「アジ

アの知のネットワーク」の形成を目指して、平成 32 年度を目途に、「大阪大学 ASEAN キ

ャンパス」を設置し、高度グローバル人材を育成する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

 

 10－１－１．世界トップレベルの研究を推進することに主眼を置いたグローバルナレッジ

パートナー（GKP）機関との間で、研究重点 3 領域をはじめとした分野で、セミナー・ワ

ークショップ等を開催し、博士後期課程学生を含む研究者の相互交流、共同研究の実施を

通じた関係強化を図る。また、本学がハブとなり、複数の GKP 機関との広域な活動展開に

ついて検討を開始する。さらに、共同での外部資金獲得を目指した情報共有及び申請支援

を学内関係組織との連携の下に行う。加えて、GKP 候補機関に対しては、パートナーシッ

プ合意に向けた協議を進める。 

「大阪大学 ASEAN キャンパス」においては、ダブル・ディグリー・プログラム等の構築・

整備を行い、海外からの留学生受入、日本からの学生の派遣を行う。また、短期プログラ

ムにより双方向の学生交流を行う。 

 

10－２．スーパーグローバル大学創成支援事業の目標達成に向け、グローバルな活動によ

り高い専門性と国際的な視野を育成するため、平成 33 年度末までに全学生の８％の学

生を海外に派遣する。また、バックグラウンドを異にする「知の交流」を促進するため、

平成 33 年度末までに全学生の 15％の留学生を受け入れる。（戦略性が高く意欲的な計

画） 

 

 10－２－１．留学生受入増加及び派遣増加のための方策を、グローバル連携オフィス及び

教育オフィスが協力し部局に働きかけ、短期受入プログラムの充実や既存の派遣プログラ

ムの単位化を推進する。 

新入生及び保護者に対し、オリエンテーションや説明会等の機会において海外留学を積極

的に推奨する。 

前年度より開始した外部教育機関による海外研修プログラム（4 週間程度の英語研修）を

引き続き実施し、内容の充実を図る。 

 10－２－２．海外在住私費外国人留学生特別入試において優秀な成績で入学した留学生に

対し、奨学金の支給または授業料免除による就学支援を引き続き行い、実施状況の分析結

果を、次年度以降の計画に反映する。 

また、関西大学が代表となって実施する留学生就職促進プログラムに参画し、留学生の就
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職支援を推進する。 

 

10－３．スーパーグローバル大学創成支援事業の目標達成に向け、学生・研究者の国際交

流を促進するため、海外の大学・研究機関等との大学間学術交流協定の戦略的な締結を

進め、平成 32 年度末までに 120 件に増加させる。また、グローバルキャンパスの一環

と位置付ける海外拠点を体系的に整備・拡充し、その活動を活発化させる。 

 

 10－３－１．平成 30 年 11 月末現在 127 件の大学間学術交流協定を締結しており、すでに

令和 2 年度末までの締結目標数を達成していることから、今後はグローバル連携オフィ

スを中心に既存の交流協定について内容の充実を図る。 

 10－３－２．国際交流のさらなる促進のため、引き続き海外拠点等を積極的に活用して、

海外の大学等の情報収集を行うとともに、本学に設置された海外の協定校のオフィスと連

携して、共同研究及び学生交流を促進する等、本学における国際協働の強化を図る。 

また、UC/UCEAP オフィスと連携した各種プログラム等を実施し、受入学生数の増加並び

に学生の国際教育、海外留学への意識向上を図る。 

 

10－４．スーパーグローバル大学創成支援事業の目標達成に向け、新規採用者等への年俸

制導入により平成 33 年度末までに 1700 名程度の年俸制教員を採用するとともに、クロ

ス・アポイントメント制度等を活用し、平成 33 年度末までに外国人教員数を 400 名程

度に増加させる。 

 

 10－４－１．外国人教員及び年俸制教員の雇用を促進するための各制度を維持するととも

に、実施状況について確認し、必要に応じて制度の見直しを行う。また、年俸制教員の雇

用等の促進のため、国の制度設計を踏まえた年俸制（新年俸制）の実施に向けた準備を行

う。 

 

（３）産業競争力強化法の規定に基づく出資等に関する目標を達成するための措置 

11－１．認定特定研究成果活用支援事業者の株主として、プログラムのパフォーマンスを

みるため、学内に設置した出資事業戦略委員会等に認定特定研究成果活用支援事業者か

ら報告させることにより、その運営状況のモニタリングに取り組む。 

 

 11－１－１．出資事業戦略委員会において、大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社から

出資事業の活動状況の報告を受け、年 4 回のモニタリングを実施する。 

 

11－２．大学における技術に関する研究成果を事業化させるため、認定特定研究成果活用

支援事業者との連携体制の構築によるプレ・インキュベーションの支援、人的・技術的

支援、新たな社会的価値創出に結び付く事業化のための助言並びに特定研究成果活用事

業者の事業に結び付く民間ベンチャーキャピタル（VC）・技術移転機関等との連携に目

的積立金を活用し取り組む。 

 

 11－２－１．共創機構において、目的積立金を活用して特許・論文などの研究者データベ

ースをもとに実用化を目指す技術シーズを育成し、プレ・インキュベーションの支援を年

間 15 件以上行い、大学発ベンチャーの創出を支援する。 
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11－３．大学における教育研究活動を活性化させるため、目的積立金を活用したアントレ

プレナー教育の推進に取り組む。 

 

 11－３－１．大学における教育研究活動活性化のために、大阪大学 Innovators' Club 等

の活動を通して、アントレプレナー育成プログラム参加者数が年間 80 名以上となるよう

実施する。 

 

11－４．地域における経済活性化に貢献するため、認定特定研究成果活用支援事業者と連

携して、大学発ベンチャーの設立や地域の企業、自治体との連携に取り組む。 

 

 11－４－１．地域における経済活性化に貢献するために大阪大学のシーズを活用した大学

発ベンチャーと地方自治体及び産業界との連携のためのマッチングを年間 8 件以上実施

する。 

 

（４）附属病院に関する目標を達成するための措置 

12－１．医学部附属病院及び歯学部附属病院の特質と機能を活かして、臨床研究・橋渡し

研究を推進するとともに、社会の要請に応じた先進的医療を開発・導入する。特に、医

学部附属病院においては、中核病院として、革新的医薬品、医療機器の創出に貢献する

健康・医療イノベーション拠点を形成する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

 

 12－１－１．臨床研究及び新規医療技術のトランスレーショナルリサーチの実践を推進す

るとともに、社会の要請に応じた先進的医療の開発・導入を推進する。 

構築した臨床研究ネットワーク（電子カルテを活用したデータ収集システムの共有化等）

等を活用し、研究シーズの実用化や臨床研究・治験を促進するとともに、引き続き臨床研

究環境の整備や臨床研究の支援強化に取り組む。  

 

12－２．高度機能病院・地域中核病院として地域病院等との連携に取り組み、急性期医療、

がん治療、移植医療、再生医療等を推進する。 

 

 12－２－１．地域連携支援体制の充実に取り組むとともに、高度機能病院として集学的が

ん診療、臓器移植、造血幹細胞移植、再生医療等を推進する。 

外国人患者の診療体制並びに外国人医療従事者等の研修受け入れ体制（インバウンド）と、

本院を中心に国内で開発された医薬品・医療機器・再生医療等製品・医療技術などのグロ

ーバル展開体制（アウトバウンド）、国際医療にかかわる課題や院内教職員の教育（国際

医療研究・教育）を積極的に推進し整備する。 

 

12－３．医療の質と安全性の向上を推進するため、医療安全・感染対策等に関わる取組・

体制を充実させる。 

 

 12－３－１．医療安全の徹底及び職員教育として、医療安全・感染対策等に関わる協議会

等への参加、講習会・研修会の開催や院内巡視等に取り組む。 
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13－１．良質な医療従事者を育成するため、医療研修制度の検証・改善、専門医等の育成

に向けた教育、各種医療従事者に対する生涯研修に取り組む。 

 

 13－１－１．良質な医療従事者育成のため、引き続き初期臨床研修プログラム、新専門研

修プログラムの運営を行い、臓器移植や再生医療などの新たな医療の現場を経験すること

で、国際的に活躍できる医師、研究者の養成に取り組む。併せて看護・医療技術領域の医

療専門職の育成を図る。 

令和 3 年度から予定されている歯科医師臨床研修制度の大幅な見直しに対応するため、

歯科医師臨床研修プログラムの検証・改訂に取り組むとともに、良質な研修プログラムを

実施するために指導歯科医の養成を引き続き行う。さらに、歯科医師臨床研修問題ワーキ

ングチーム座長として、全国の国立大学における歯科医師臨床研修の実態の把握及び改善

に向けた作業に取組む。 

各種医療従事者、指導者等の育成の支援を行うとともに基礎系及び臨床系の大学院への進

学も推奨していく。 

  

14－１．機能的で効率的な運営体制を確立し、病院経営基盤を強化するとともに、患者サ

ービスの向上に取り組む。 

 

 14－１－１．各診療科等への病院長によるヒアリングを実施するとともに、経営指標の経

年変化等を検討し、現状の把握・分析、課題の抽出を行い、改善に向けた取り組みを推進

することにより、将来の病院機能ならびに経営基盤の強化に取り組む。 

附属病院収入の安定的な確保に向け、病院長のリーダーシップのもと、病院長裁量経費等

の配分や適正な人員配置、計画的な設備更新に取り組む。 

外来・入院患者満足度調査等を実施し、その結果を踏まえ具体的な項目を掲げ、患者サー

ビスの向上に取り組む。 

  

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

15－１．総長のリーダーシップのもと、大学の強みや特色を生かした機動的なガバナンス

体制を構築する。また、大学全体で取り組むべき横断的な教育・研究を機動的にマネジ

メントすることにより、総長のリーダーシップを発揮しやすい環境を整備する。これら

の取組を通じて積極的な大学改革と部局マネジメント改革を進める。 

 

 15－１－１． 総長のリーダーシップのもと、統括理事が大学全体で取り組むべき横断的

事項について調整を行うとともに、統括理事が議長となる OU 構想策定会議において、中

長期的な戦略の策定を検討する。 

また、総長の諮問事項を審議するために設置した医歯薬系、理工情報系、人文社会系の３

つの戦略会議において、各学問分野における組織再編も含めた改革を引続き検討する。 

 

15－２．大学の戦略に沿った重点施策を効果的に推進するため、総長のリーダーシップの

もと、予算・ポスト等の学内資源配分等を戦略的に行う。 
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 15－２－１．将来構想「OU ビジョン 2021」実現の観点から、総長のリーダーシップのも

とでの重点的かつ戦略的な予算配分とポスト配分を推進する。 

 

15－３．民間を含む国内外の機関から優秀な人材を確保するため、評価連動型年俸制、ク

ロス・アポイントメント制度等を推進するなど、人事・給与制度の柔軟化に取り組む。 

 

 15－３－１．国の制度設計を踏まえた年俸制（新年俸制）の実施に向けた準備を行うとと

もに、クロス・アポイントメント制度の実施状況を確認し、必要に応じてさらなる柔軟化

に向けて検討を行う。 

 

15－４．内部統制を整備するため、迅速かつ機動的な内部監査を行いつつ、監事及び会計

監査人との連携を強化しながら運用状況の検証・評価に取り組み、適正な事務処理の改

善に反映させる。 

 

 15－４－１．令和２年度業務監査及び会計監査に係る監査計画(前年度監査の指摘事項等

への改善状況の事後確認を含む)を作成し実施する。また、実施に当たっては、新たな問

題事象があれば臨時監査を実施するなど迅速かつ機動的に対応するとともに、監事、監査

室、会計監査人との三者会議にて監査結果及び改善策を共有する。令和２年度監査報告書

を作成し、監査結果の概要について、また内部統制の整備に向けた改善要望事項の提起、

及び前年度監査の指摘事項等への改善状況を総長に報告する。 

 

16－１．個々の教育研究活動を活性化させるため、柔軟な人事制度及び公平性を確保した

評価制度の下、公正かつ適切な処遇を行う。 

 

 16－１－１．新たなインセンティブ等の制度のさらなる促進に向けた検討を行う。また、

教育研究活動の活性化を図るための公正な教員評価制度の実施状況を確認し、必要に応じ

て制度の見直しを図る。 

 

16－２．男女協働推進を加速させるため、構成員の意識や働き方の改革を図るとともに、

育児室、短時間勤務制度など必要な環境を整備する。また、ポジティブアクション等の

実施により、女性教員の採用比率等を向上させ、女性管理職の割合も 11％程度に増加さ

せる。さらに、産学官連携による女性研究者循環型育成クラスターを平成 31 年度に形

成し、自然科学系女性研究者の育成を強化する。 

 

 16ー２－１．「大阪大学男女協働推進宣言」に基づく「男女協働推進アクションプラン」

（学修・研究・就業と家庭生活の両立支援の強化、女子学生・女性上位職拡大の加速化、

ダイバーシティ環境の実現に向けた構成員の意識改革）の継続実施及び状況確認を行い、

適宜、施策の改善等を行う。また、文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシ

ティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」により、産学官共創の女性研究者循環型育

成クラスターの拡充に向けた取組を実施するとともに、同事業「ダイバーシティ研究環境

実現イニシアティブ（全国ネットワーク中核機関（群））」により、全国ダイバーシティネ

ットワーク組織の参加機関の拡充及び全国ダイバーシティネットワークプラットフォー

ムの構築・運用の取組を実施する。 
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16－３．40 歳未満の優秀な若手教員の活躍の場を全学的に拡大し、教育研究を活性化する

ため、若手教員の雇用を促進し、退職金に係る運営費交付金の積算対象となる教員のう

ち、若手教員の割合を平成 33 年度末に 30％程度に増加させる。 

 

 16ー３－１．大阪大学若手研究者育成ステーションにより、若手教員の雇用に関する計画

に基づき、テニュアトラック制の普及・定着を図るとともに、人件費、研究費等の経費支

援を行い、高等共創研究院においては、数名の若手研究者を採用し、若手教員を増加させ

る。 

 

16ー４．多様な人材の活用を一層進めるため、障害者雇用など社会が求める雇用の環境整

備に取り組む。 

 

 16ー４－１．障がい者法定雇用率の達成（維持）に努め、障がい者雇用に係る施策を維持・

検証しつつ、障がい者雇用や高年齢者雇用の促進に繋がる施策等について検討する。 

 

16－５．大学を支える優れた人材を育成するため、国内外の諸機関との人事交流を積極的

に行い、各種研修制度等により教職員の能力を向上させる。 

 

 16－５－１．職員の採用・育成に関する基本方針に基づく具体的な施策（職員のキャリア

パスに応じた人材育成システム等）の在り方を検討するとともに、必要に応じて方針の検

証・見直しを図る。 

また、教職員に対する研修、国内外の諸機関との人事交流、自己啓発休職等を引き続き活

用し、その実施状況の確認・検証を行い、必要に応じて制度の見直しを図る。 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

17－１．総長のリーダーシップのもと、部局や各組織の果たすべき役割や機能の必要性を

戦略的に判断し、教育研究組織の再編成に取り組む。また、当該見直し・再編成の効果

を事後に検証するなど、組織の機能の在り方を見直す仕組みを構築する。 

 

 17－１－１．総長のリーダーシップのもと、戦略会議を中心として、大学の機能強化の観

点から教育研究組織の果たすべき役割や機能を検証し、同組織の見直しを行う。 

 

17－２．新たな教育研究組織を平成 29 年度に設置し、本学の教育研究資源を戦略的に発

展・統合させ、異分野の統合や新学術領域に関わる知の統合学修を、高次元かつ個性豊

かなプログラムを基盤としながら実現する。 

 

 17－２－１．博士課程教育リーディングプログラムを継続して実施するとともに、卓越大

学院プログラムの実施を進める。学際融合領域のカリキュラムとして理工情報系オナープ

ログラムを国際共創大学院学位プログラム推進機構に位置付け、さらに大学院教育の共通

基盤の充実も含めて国際共創大学院学位プログラム推進機構の運用の定常化を進める。 

先駆けて再編した工学研究科では、テクノビズな新規人材と国際共創を実践する高度人材

の育成を開始し、卓越大学院プログラム申請、理工情報系オナープログラム等、全学への
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連携・展開を検討し、共同研究講座、協働研究所の Internship on Campus を教育プログ

ラムに取り入れる。 

さらに、Japanese Studies 教育研究拠点の形成については、ワーキンググループを設置

し、拠点形成に向けての検討を行う。 

 

 

 

３ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

18－１．効率的・効果的な事務体制を確立するため、新たなニーズや業務内容の変化に応

じて事務組織を整備するなど、事務組織の機能や編成を見直し、事務改革に取り組む。 

 

 18－１－１．OU 事務改革推進会議を中心とした事務改革に関する検討体制を強化し、事

務組織の機能やその在り方等について引き続き効率性・効果性の観点から検討し、可能な

ものから組織整備を進める。 

 

18－２．事務の効率化を進めるため、事務処理方法を見直すことにより、事務手続きの簡

素化を進めるとともに、IT システムの活用等に取り組む。 

 

 18－２－１．OU 事務改革推進会議を中心とした事務改革に関する検討体制を強化し、業

務の標準化や IT を活用した事務簡素化・効率化に資する施策等について検討を進め、可

能なものから実行する。 

 

18－３．教育・研究のサポートを強化し、社会の要請に適切に対応できるようにするため、

各種研修制度等により事務職員の能力を向上させ、柔軟で活力を持った事務体制の構築

に取り組む。 

 

 18－３－１．これまでの TOEIC-IP 受験結果や英語力強化に対する職員の意識等を踏まえ、

引き続き、研修等を通じて英語力向上に資する取組を行うとともに、必要に応じて教育・

研究のサポートを強化するための各種研修制度等の見直しを図る。 

 18－３－２．職員のマネジメント能力を向上させ、将来の大学経営を担う人材の育成を図

るため、大学院等高度副プログラムを活用した大学職員養成講座受講研修について、引き

続き試行的に実施する。また、知的財産等の専門研修等を引き続き実施し、職務に係る専

門性の向上を図るとともに、専門資格及び専門性の高い職員の能力を活かせる事務体制の

在り方について検討する。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

19－１．持続的・効果的な経営基盤を構築するため、大型研究費獲得支援、科研費相談員

制度等により、競争的資金、奨学寄附金などの外部資金の獲得を促進するとともに、附

属病院収入の増収方策の推進等により、学生納付金や附属病院収入などの自己収入を確

保する。 
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 19－１－１．科研費相談員制度、若手研究者を対象とした研究計画調書作成セミナー、大

型科研費の応募者を対象とする URA が企画・実施する模擬ヒアリング等の支援を行い競

争的資金の獲得を促進する。また、その結果等を検証し、より効果的な方策を検討する。 

 19－１－２．優秀な受験生を確保するため、重点的に入試広報活動を行う地域の分析を行

った上で、全国各地で大学説明会、進学相談会等を実施、参加し、本学の教育や研究内容

等について積極的に広報を行う。また、高等学校単位での施設見学受入やガイダンスを行

う。 

 19－１－３．附属病院収入の安定的な確保の実現に向け、適切な物的資源の配分や人的配

置を行う等、増収に向けた方策を引き続き実施する。 

 

 

19－２．卒業生、保護者、企業などへの募金活動を強化することにより、本学独自の基金

「大阪大学未来基金」を拡大させ、平成 33 年度末までに、累計 90 億円を目指す。（戦

略性が高く意欲的な計画） 

 

 19－２－１. 基金獲得のため、部局等事業・課外活動支援事業等多角的に事業を展開す

る。 

渉外部門が有する同窓会組織データを活用し、未来基金事業の活動報告や寄附依頼・イベ

ントの周知を行うなど、本学卒業生・保護者・企業などとの関係を維持する。また、大阪

大学創立 90 周年・大阪外国語大学創立 100 周年記念事業を活用し基金の拡大を図る。 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

20－１．業務の検証に基づく経費の合理的執行の徹底、情報技術の積極的な活用の推進、

効率的な施設運営により管理的経費の削減を行う。 

 

 20－１－１．役務契約の見直し等を行うことで経費削減を進める。 

 20－１－２．エネルギーの実績データを利用して、各部局の使用状況を分析し、その結果

を周知することで省エネ意識を浸透させる。 

 20－１－３．旅費業務のアウトソーシングの利用状況を引き続き分析することで、旅費シ

ステムの利便性を高める改善を進め、旅費に係る経費の削減に繋げる。 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

21－１．資産の効率的・効果的な活用のため、保有資産の現状を正確に把握・分析し、学

内の教育研究機器の全学共同利用化などを実施する。 

 

 21－１－１. 地域の大学や工業高等専門学校との機器共用に関する相互協力・連携を進

め、各機関が持つ特徴的な共用機器を活かした研究支援体制を構築し学内外からの共用機

器の利用を増加させる。また、新たな技術支援ツールを作成し、利用者への情報発信、技

術サポート体制の強化を行い新規利用者の増加を図り、一層の学内研究資産の有効活用を

促進する。さらにセンターの基本的な枠組みであるリユース支援の取組を見直すととも

に、重点５機器（①核磁気共鳴装置、②質量分析装置、③電子顕微鏡、④X 線回折装置、⑤
表面分析装置）を定め、研究活動の活性化や研究力向上を支える研究基盤の強化・充実に

向けた支援を行う。 
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 21－１－２. 金融機関等との資産活用に関する協定締結に基づき、保有不動産活用方策

を検討し、推進する。 

 

21－２．資金の計画的な運用を行うため、今後の資金需要や金利動向等を勘案しつつ、長

期・短期を組み合わせたきめ細かい資金運用を実施する。 

 

 21－２－１. 新たに制定した運用方針に基づき、より収益性の高い金融商品による長期

運用と、定期預金による短期運用を組み合わせ、さらなる収益の確保を目指す。 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 

 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

22－１．大学と各部局は中期目標・中期計画に沿った年度計画を策定した上で、計画の達

成状況を自己点検・評価する。また、学外有識者等の多様な視点からの評価を受けるた

めに外部評価を実施する。 

 

 22－１－１．各部局の諸活動に係る PDCA サイクルの活性化と大学の方向性に沿った各部

局の取組の確認を目的とした部局評価制度の運用により、大学全体の教育研究活動のさら

なる発展に繋げる。 

また、計画評価オフィスは、部局等に意見照会を行い、評価制度の改善に努める。 

 

22－２．評価結果は、部局にフィードバックするとともに、大学運営の改善に活用する。

部局の評価結果等についてはホームページ等を通じて公表する。 

 

 22－２－１．国立大学法人評価の評価結果を全学にフィードバックするとともに、次年度

の年度計画の立案に活用する。 

また、部局評価の結果を各部局にフィードバックするとともに、評価結果に基づく予算配

分の仕組みについて検討を行う。 

  

２ 広報に関する目標を達成するための措置 

23－１．本学のブランド力や知名度をより向上させるため、教育・研究・社会貢献などの

大学の諸活動に関する情報発信を国内外向けに行う。さらに、英文ホームページを中心

とした多言語ホームページの拡充等を通じて積極的な海外への広報活動を展開する。 

 

 23－１－１．平成 30 年度に策定した「大阪大学広報戦略 2021」に基づき、ターゲットを

意識した戦略的な広報活動を展開し、本学のブランド構築を推進する。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置 

 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

24－１．教育研究環境等の改善及び機能を強化し、防災機能を高めつつ、グローバル化を

促進するため、種々の整備手法などを活用する。進行中の「施設等の建設、維持管理、

運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用する PFI（Private Finance 
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Initiative）事業」を確実に推進するとともに、グローバルな視点からの宿舎再編整備

等において PFI 事業を推進する。 

 

 24－１－１．教育研究環境等の改善及び機能を強化し、防災機能を高めつつ、グローバル

化を促進するため、種々の整備手法などを活用してキャンパスの整備を進める。教育研究

環境等の改善及び機能を強化し、防災機能を高めつつ、グローバル化を促進するため、

種々の整備手法などを活用してキャンパスの整備を進める。 

 24－１－２．グローバルな視点からの宿舎再編整備等において、PFI 事業を推進する。 

 

24－２．世界的拠点として魅力ある教育研究環境を構築するため、長期的視野に立ったキ

ャンパスマスタープランのもと、地球環境に配慮し地域・社会と共生する安心・安全な

キャンパス環境の整備を進める。また、近隣自治体と連携して、キャンパスの整備を進

める。 

 

 24－２－１．キャンパスマスタープランに基づき、街路の継続的な補修など、安心して移

動や利用ができるキャンパス交通環境の整備を進める。 

 24－２－２．キャンパスマスタープランに基づき、構成員や周辺住民にとって魅力あるキ

ャンパス環境を形成するため、キャンパスアメニティーの充実を進めるとともに、箕面新

キャンパス移転に向けた整備を進める。 

 

24－３．効率的なスペースの運用・再配分を行うため、全学的・戦略的な観点から施設の

有効利用に関する点検・評価を実施する。 

 

 24－３－１．建物等の有効活用に関する基本方針に基づき、効率的なスペースの運用・再

配分を行うため、施設の利用状況の点検・評価を実施する。 

また、箕面キャンパスの共用スペースの効率的な運用や、全学の講義室の稼働率について

調査・検証を行うことで、有効利用の促進を図る。 

  

24－４．既存施設の長寿命化のため定期的な劣化状況の把握等を行い、独自の予算措置の

もとに計画的な施設老朽化対策を実施するとともに、省エネルギーに資する効率化・合

理化を行う。 

 

 24－４－１．維持保全マニュアルに基づき、適切な維持保全を行うとともに、施設老朽化

対策により緊急性、必要性の高い建物の改修、建築設備の更新等を実施する。 

 24－４－２．省エネルギーの実施状況等の調査・分析を行い、効率的な省エネルギー対策

を検討する。また、省エネルギー推進会議を開催し、全学的な省エネルギー活動を推進す

る。令和元年度の省エネ取組効果を踏まえ、令和２年度の省エネ計画を策定する。 

  

２ リスク管理に関する目標を達成するための措置 

25－１．危機管理意識の高い教育研究環境を構築するため、大学のリスクについて点検し、

情報を一元管理する。 

 

 25－１－１．危機管理・リスク管理意識の高い教育研究環境を構築するために、各部局か
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ら安全衛生管理部に提出された事故連絡票や学内巡視から得た情報をもとに各関連部署

と連携して学内のリスクについて点検し、その情報について、各事業場の安全衛生委員会

等を通じて大学内で情報共有する。また、大阪大学リスク管理支援システムを適切に運用

するとともに、危機管理体制の整備を行い、危機管理体制の強化を目指す。 

 

25－２．実験・研究は、労働安全衛生法に基づく作業環境測定、安全衛生巡視、教職員健

康管理など法令等に基づき厳正な安全衛生管理のもとで行うとともに、実験廃液の処

理、薬品管理支援システムを運用するなど環境を保全する。 

 

 25－２－１．実験・研究の安全衛生管理の推進のための作業環境測定を継続的に実施し、

該当部局への問題点の指摘及び解決方法の示唆、各事業場の安全衛生委員会での報告・議

論を通じて、法令に基づいた各部局の安全衛生管理・環境保全対策にフィードバックする。 

 25－２－２．適正な実験・研究環境の維持のための安全衛生巡視を継続的に実施し、各部

局の安全衛生管理・環境保全の向上について引き続き指導・助言を行う。 

 

25－３．学生・教職員の危機管理意識を高めるため、リスク管理・安全衛生管理・環境保

全に関する講習会を開催するなど効果的なリスク管理教育を実施する。 

 

 25－３－１．人事労務、事務組織担当理事及び安全衛生管理部において、危機管理・リス

ク管理・安全衛生管理・環境保全に関する全学的な教育・講習を継続的に実施する。各種

講習会の開催や刊行物の作成にあたっては、安全衛生管理部へ連絡のあった事故情報等を

加えるなど、適宜、内容の見直しを行い、教育効果の向上を図る。また、受講者の増加を

図るために各事業場の安全衛生委員会での周知やポスターの掲示等を行う。また、希望す

る部局に対して、危機的状況が発生した際に適切な行動が取れるよう、体験型危機管理訓

練を実施する。 

 

25－４．学生・教職員のこころの健康づくりを推進するため、相談や診療、復職支援等を

実施するとともに、監督的立場にある教職員に対する研修会を開催することにより、メ

ンタルヘルスケアを積極的に行う。また、研修の実施や啓発リーフレットの配布、ポス

ター掲示等、多様なアプローチによる啓発活動をし、ハラスメントの防止対策を徹底す

る。 

 

 25－４－１．学生・教職員のこころの健康づくりを推進するキャンパスライフ健康支援セ

ンター（保健管理部門）の精神科医を中心に、メンタルヘルスケアに係る診療・相談・復

職支援を実施し、必要に応じ、同センター相談支援部門と連携する。 

 25－４－２．キャンパスライフ健康支援センター（保健管理部門）において、職員健康診

断の WEB 予約と連動してストレスチェックを実施し、高ストレス者に対しては面談を行

う。また、分析結果を各部局等に提供し、教職員のメンタルヘルス不調の未然防止を目指

す。 

 25－４－３．教職員の理解を高めるために、各部局を対象にメンタルヘルス研修会を実施

する。また、安全衛生管理部と協力して、管理監督の立場にある教職員を対象にメンタル

ヘルス講習会を実施する。 

 25－４－４．ハラスメント防止のための研修等を実施し、予防啓発に努めつつ、新たに導
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入した啓発方法（ハラスメント意識チェック（e ラーニング））のさらなる周知を図り、実

施を徹底する。 

 

３ 法令遵守等に関する目標を達成するための措置 

26－１．公的研究費の不正使用を起こさないという決意を持ち、公的研究費の適正な執行

管理を徹底するため、全学的な公的研究費の不正使用防止に関する責任体系のもとで、

適正な運営及び管理のための環境整備、教職員の意識向上に向けコンプライアンス教育

を実施する。 

 

 26－１－１．各部局の再発防止策の継続的な実施を促すとともに、履行の確認及び確実な

フォローアップを行うことで、公的研究費の不正使用防止のための取組を実施する。 

 26－１－２．公的研究費に携わる教職員・院生等の不正使用防止への意識向上に向け、広

報誌の発行やリーフレットの配付及びコンプライアンス教育を実施する。また、適正な運

営及び管理のための環境整備を継続して行う。 

 

26－２．研究者等に求められる倫理規範を修得させるため、教員・学生を対象とした研究

活動における不正行為を防止するための倫理教育等を実施する。 

 

 26－２－１．各部局の研究倫理教育責任者が中心となり、研究分野の特性に応じた研究倫

理教育を実施する。 

 

26－３．本学の有する情報資産の保護及び活用のため、大阪大学情報セキュリティポリシ

ー及び対策基準を遵守し、情報セキュリティを確保する。 

 

 26－３－１．情報セキュリティの意識向上を図るため、講習会等の開催及び e-ラーニン

グによる研修、意識チェックを実施する。 

 26－３－２．情報セキュリティ確保に係る評価指標及び評価手法により、評価を実施する。 
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Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１．予算 

令和２年度 予算 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

収入 

 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

船舶建造費補助金 

補助金等収入 

大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 

自己収入 

授業料、入学金及び検定料収入 

附属病院収入 

財産処分収入 

雑収入 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

引当金取崩 

長期借入金収入 

貸付回収金 

目的積立金取崩 

出資金 

計 

 

 

47,305 

5,731 

0 

4,753 

97 

63,166 

12,477 

43,541 

4,225 

2,923 

35,645 

0 

147 

0 

2,161 

6,530 

165,535 

支出 

 

業務費 

教育研究経費 

診療経費 

施設整備費 

船舶建造費 

補助金等 

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 

貸付金 

長期借入金償還金 

大学改革支援・学位授与機構施設費納付金 

出資金 

計 

 

 

107,126 

64,832 

42,294 

13,621 

0 

4,261 

32,750 

0 

1,247 

0 

6,530 

165,535 

（注１）「運営費交付金」のうち、当年度予算額 44,142 百万円、前年度よりの 

    繰越額のうち使用見込額 3,163 百万円 

（注２）「財産処分収入」のうち、当年度予算額 2,930 百万円、前年度よりの 

繰越額のうち使用見込額 1,295 百万円。 
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（注３）「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、当年度予算額 

28,837 百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 6,808 百万円。 

 

〔人件費の見積り〕 

期間中総額 60,373 百万円を支出する（退職手当は除く）。 

 

２．収支計画 

令和２年度 収支計画 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

診療経費 

受託研究費等 

役員人件費 

教員人件費 

職員人件費 

一般管理費 

財務費用 

雑損 

減価償却費 

臨時損失 

 

  

144,014 

125,053 

19,081 

24,549 

18,457 

199 

38,210 

24,557 

4,862 

96 

0 

14,003 

0 

 

 

収益の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料収益 

入学金収益 

検定料収益 

附属病院収益 

受託研究等収益 

補助金等収益 

寄附金収益 

施設費収益 

財務収益 

雑益 

資産見返運営費交付金等戻入 

資産見返補助金等戻入 

資産見返寄附金戻入 

  

144,085 

43,766 

10,529 

1,793 

286 

43,541 

21,886 

3,834 

5,378 

761 

66 

5,620 

1,620 

2,333 

2,671 
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資産見返物品受贈額戻入 

臨時利益 

純利益 

目的積立金取崩益 

総利益 

1 

0 

71 

782 

853 

 

３．資金計画 

令和２年度 資金計画 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

資金支出 

 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

 

資金収入 

 

191,246 

 

137,851 

26,438 

1,247 

25,710 

 

191,246 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

授業料、入学金及び検定料による収入 

附属病院収入 

受託研究等収入 

補助金等収入 

寄附金収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設費による収入 

その他の収入 

財務活動による収入 

前年度よりの繰越金 

143,482 

44,143 

12,477 

43,541 

27,071 

4,753 

5,811 

5,686 

8,758 

5,828 

2,930 

147 

38,859 

 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

10,919,934 千円 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借

り入れることが想定されるため。 
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Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

１ 重要な財産を譲渡する計画 

・大学院言語文化研究科（箕面キャンパス）の建物の全部（大阪府箕面市粟生間谷   

東８丁目 2734 番地）の譲渡手続きを進める。 

・本部事務機構（箕面キャンパス）の建物の全部（大阪府箕面市粟生間谷東８丁目 2734 

番地）の譲渡手続きを進める。 

・附属図書館（箕面キャンパス）の建物の全部（大阪府箕面市粟生間谷東８丁目 2734

番地）の譲渡手続きを進める。 

・サイバーメディアセンター（箕面キャンパス）の建物の全部（大阪府箕面市粟生間谷

東８丁目 2734 番地）の譲渡手続きを進める。 

・日本語日本文化教育センター（箕面キャンパス）の建物の全部（大阪府箕面市粟生間

谷東８丁目 2734 番地）の譲渡手続きを進める。 

・宮山外国人教師宿舎Ａ棟、Ｂ棟及びＣ棟の土地の全部及び建物の全部（大阪府豊中市

宮山町二丁目２６２番地１３外２）の譲渡手続きを進める。 

・ひるぜんセミナーハウスの土地の全部及び建物の全部（岡山県真庭市蒜山上福田字

ビハ谷９２１番３）の譲渡手続きを進める。 

２ 重要な財産を担保に供する計画 

附属病院における施設・設備の整備に必要となる経費の長期借り入れに伴い、本学

の敷地及び建物について、担保に供する 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

  決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に

充てる。 

 

Ⅹ その他 

１．施設・設備に関する計画 

（単位：百万円） 

施設・設備の内容 予定額 財  源 

・（吹田）実験研究棟（微研） 

・（豊中）総合研究棟改修（医・理・工連携放

射線教育施設） 

・（吹田）実験研究棟改修（医学系） 

・（吹田）ライフライン再生（RI 設備） 

・（豊中他）ライフライン再生（給排水設備） 

・（吹田）ライフライン再生（特高受変電設備） 

・（吹田）統合診療棟 

・（吹田）ライフライン再生（特別高圧受変電

設備等） 

・（吹田）総合研究棟改修（歯学系） 

・（吹田）ライフライン再生（特高受変電設備） 

・（吹田）総合研究棟（工学系） 

・その他、小規模改修 

総額 

5,975 

 

施設整備費補助金（ 5,731） 

 

船舶建造費補助金（    0） 

 

長期借入金   （    147） 

 

（独）大学改革支援・学位授

与機構施設費交付金  

（     97） 

（注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備の 
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整備や、老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。 

２．人事に関する計画 

・外国人教員及び年俸制教員の雇用を促進するための各制度を維持するとともに、実施状

況について確認し、必要に応じて制度の見直しを行う。また、年俸制教員の雇用等の促

進のため、国の制度設計を踏まえた年俸制（新年俸制）の実施に向けた準備を行う。 

 

・国の制度設計を踏まえた年俸制（新年俸制）の実施に向けた準備を行うとともに、ク

ロス・アポイントメント制度の実施状況を確認し、必要に応じて更なる柔軟化に向けて

検討を行う。 

 

・新たなインセンティブ等の制度の更なる促進に向けた検討を行う。また、教育研究活

動の活性化を図るための公正な教員評価制度の実施状況を確認し、必要に応じて制度

の見直しを図る。 

 

・障がい者法定雇用率の達成（維持）に努め、障がい者雇用に係る施策を維持・検証し

つつ、障がい者雇用や高年齢者雇用の促進に繋がる施策等について検討する。 

 

・職員の採用・育成に関する基本方針に基づく具体的な施策（職員のキャリアパスに応

じた人材育成システム等）の在り方を検討するとともに、必要に応じて方針の検証・見

直しを図る。また、教職員に対する研修、国内外の諸機関との人事交流、自己啓発休職

等を引き続き活用し、その実施状況の確認・検証を行い、必要に応じて制度の見直しを

図る。 

 

・これまでの TOEIC-IP 受験結果や英語力強化に対する職員の意識等を踏まえ、引き続

き、研修等を通じて英語力向上に資する取組を行うとともに、必要に応じて教育・研究

のサポートを強化するための各種研修制度等の見直しを図る。 

 

・職員のマネジメント能力を向上させ、将来の大学経営を担う人材の育成を図るため、

大学院等高度副プログラムを活用した大学職員養成講座受講研修について、引き続き

試行的に実施する。また、知的財産等の専門研修等を引き続き実施し、職務に係る専門

性の向上を図るとともに、専門資格及び専門性の高い職員の能力を活かせる事務体制

の在り方について検討する。 

 

（参考）常勤教職員数 ４,２９１人 

任期付教職員数の見込み数 ３７３人
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別表（学部の学科、研究科の専攻等） 

文学部 人文学科 ６６０人 

  

人間科学部 人間科学科 ５６８人 

  

外国語学部 外国語学科 ２，３４０人 

  

法学部 法学科 ７００人 

 国際公共政策学科 ３２０人 

  

経済学部 経済・経営学科 ９００人 

  

理学部 数学科 １８８人 

 物理学科 ３０４人 

 化学科 ３０８人 

 生物科学科 ２２０人 

  

医学部 医学科 ６５０人 

 （うち医師養成に係る分野６５０人） 

 保健学科 ６８０人 

  

歯学部 歯学科 ３１８人 

 （うち歯科医師養成に係る分野３１８人） 

  

薬学部 薬学科 ２６０人 

 薬科学科 １１０人 

  

工学部 応用自然科学科 ８６８人 

 応用理工学科 ９９２人 

 電子情報工学科 ６４８人 

 環境・エネルギー工学科 ３００人 

 地球総合工学科 ４７２人 

  

基礎工学部 電子物理科学科 ３９６人 

 化学応用科学科 ３３６人 

 システム科学科 ６７６人 

 情報科学科 ３３２人 

  

文学研究科 文化形態論専攻 １３６人 

 うち博士課程（前期） ７６人 

 博士課程（後期） ６０人 

 文化表現論専攻 １３７人 

 うち博士課程（前期） ７４人 

 博士課程（後期） ６３人 
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 文化動態論専攻 ３８人 

 （うち修士課程 ３８人） 

  

人間科学研究科 人間科学専攻 ３０４人 

 うち博士課程（前期）１７８人 

 博士課程（後期）１２６人 

  

法学研究科 法学・政治学専攻 １０６人 

 うち博士課程（前期） ７０人 

 博士課程（後期） ３６人 

  

経済学研究科 経済学専攻 １６０人 

 うち博士課程（前期）１００人 

 博士課程（後期） ６０人 

 経営学系専攻 ８１人 

 うち博士課程（前期） ６６人 

 博士課程（後期） １５人 

  

理学研究科 数学専攻 １１２人 

 うち博士課程（前期） ６４人 

 博士課程（後期） ４８人 

 物理学専攻 ２３５人 

 うち博士課程（前期）１３６人 

 博士課程（後期） ９９人 

 化学専攻 ２１０人 

 うち博士課程（前期）１２０人 

 博士課程（後期） ９０人 

 生物科学専攻 １７７人 

 うち博士課程（前期）１０８人 

 博士課程（後期） ６９人 

 高分子科学専攻 ８１人 

 うち博士課程（前期） ４８人 

 博士課程（後期） ３３人 

 宇宙地球科学専攻 ９５人 

 うち博士課程（前期） ５６人 

 博士課程（後期） ３９人 

  

医学系研究科 医学専攻 ６８８人 

 （うち博士課程６８８人） 

 医科学専攻 ４０人 

 （うち修士課程４０人） 

 保健学専攻 ２３１人 

 うち博士課程（前期）１６２人 

 博士課程（後期） ６９人 
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歯学研究科 口腔科学専攻 １９０人 

 （うち博士課程１９０人） 

  

薬学研究科 創成薬学専攻 ２１０人 

 うち博士課程（前期）１５０人 

 博士課程（後期） ６０人 

 医療薬学専攻 ４０人 

 （うち博士課程４０人） 

  

工学研究科 生命先端工学専攻 １２１人（R2 募集停止） 

 うち博士課程（前期） ８５人 

 博士課程（後期） ３６人 

 応用化学専攻 ２４４人 

 うち博士課程（前期）１７４人 

 博士課程（後期） ７０人 

 精密科学・応用物理学専攻  ９２人（R2 募集停止） 

 うち博士課程（前期） ６０人 

 博士課程（後期） ３２人 

 知能・機能創成工学専攻 ４４人（R2 募集停止） 

 うち博士課程（前期） ３２人 

 博士課程（後期） １２人 

 機械工学専攻 ２４１人 

 うち博士課程（前期）１７６人 

 博士課程（後期） ６５人 

 マテリアル生産科学専攻 ３１１人 

 うち博士課程（前期）２２４人 

 博士課程（後期） ８７人 

 電気電子情報通信工学専攻 ３７６人 

 うち博士課程（前期）２８４人 

 博士課程（後期） ９２人 

 環境エネルギー工学専攻 ２０４人 

 うち博士課程（前期）１５８人 

 博士課程（後期） ４６人 

 地球総合工学専攻 ２７１人 

 うち博士課程（前期）２０２人 

 博士課程（後期） ６９人 

 ビジネスエンジニアリング専攻 ８３人 

 うち博士課程（前期） ７１人 

 博士課程（後期） １２人 

 生物工学専攻 ７５人 

 うち博士課程（前期） ６３人 

 博士課程（後期） １２人 
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 物理学系専攻 ９１人 

 うち博士課程（前期） ７２人 

 博士課程（後期） １９人 

  

基礎工学研究科 物質創成専攻 ３１９人 

 うち博士課程（前期）２２６人 

 博士課程（後期） ９３人 

 機能創成専攻 １６３人 

 うち博士課程（前期）１１８人 

 博士課程（後期） ４５人 

 システム創成専攻 ２６２人 

 うち博士課程（前期）１９０人 

 博士課程（後期） ７２人 

  

言語文化研究科 言語文化専攻 １０９人 

 うち博士課程（前期） ６４人 

 博士課程（後期） ４５人 

 言語社会専攻 ７４人 

 うち博士課程（前期） ５０人 

 博士課程（後期） ２４人 

 日本語・日本文化専攻 ３５人 

 うち博士課程（前期） ２０人 

 博士課程（後期） １５人 

  

国際公共政策研究科 国際公共政策専攻 ７１人 

 うち博士課程（前期） ３８人 

 博士課程（後期） ３３人 

 比較公共政策専攻 ６２人 

 うち博士課程（前期） ３２人 

 博士課程（後期） ３０人 

  

情報科学研究科 情報基礎数学専攻 ３９人 

 うち博士課程（前期） ２４人 

 博士課程（後期） １５人 

 情報数理学専攻 ４３人 

 うち博士課程（前期） ２８人 

 博士課程（後期） １５人 

 コンピュータサイエンス専攻 ５８人 

 うち博士課程（前期） ４０人 

 博士課程（後期） １８人 

 情報システム工学専攻 ６１人 

 うち博士課程（前期） ４０人 

 博士課程（後期） ２１人 
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 情報ネットワーク学専攻 ６１人 

 うち博士課程（前期） ４０人 

 博士課程（後期） ２１人 

 マルチメディア工学専攻 ６１人 

 うち博士課程（前期） ４０人 

 博士課程（後期） ２１人 

 バイオ情報工学専攻 ５２人 

 うち博士課程（前期） ３４人 

 博士課程（後期） １８人 

  

生命機能研究科 生命機能専攻 ２７５人 

 （うち博士課程２７５人） 

  

高等司法研究科 法務専攻 ２４０人 

 （うち法科大学院の課程２４０人） 

  

大阪大学・金沢大学・浜 小児発達学専攻 ４５人 

松医科大学・千葉大学・福 （うち博士課程（後期）４５人） 

井大学連合小児発達学研  

究科  

 


